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【応募に関する情報について】 

本公募の概要や応募の手順等、応募に係る情報は、本公募要領の他、先進的な資源循環投

資促進事業のホームページに要点が掲載されていますので、応募の際には、こちらを参照

してください。 

先進的な資源循環投資促進事業Webサイト 

URL：https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html 

 

【応募方法】 

応募される方は、下記期間に補助金申請システム「jGrants」別紙申請様式に従い当該必

要書類を作成の上、提出してください。 

jGrantsで電子的に申請を受け付けます。jGrantsを利用するには、gBizIDプライムの取

得が必要です。 

先進的な資源循環投資促進事業（公募申請） 

URL：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

【受付期間】 

令和８年６月１８日（木）～ 令和８年７月２４日（金）正午まで 

※上記期間中に jGrants申請を実施してください。 

※gBizIDプライムの取得には２～３週間を要する場合があるため、余裕を持って準備し

てください。 

 

※応募を予定されている方は、予め、応募内容が本公募要領に示す要件に合致しているか

等について確認させていただきますので、先進的な資源循環投資促進事業事務局（公益財団

法人廃棄物・３Ｒ研究財団）宛てに御連絡ください。（Tel:03-5638-7162、メールでも差し

支えありません。） 

（可能な限り、令和８年６月２６日（金）までにご連絡をお願いいたします。） 

 

https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html
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１．事業の目的・補助要件について 

（１）事業の目的 

 

カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長を

ともに実現するＧＸに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。 

このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強み 

を最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対

する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業（Hard-to-Abate産業）における

排出削減やＧＸ実現にとって不可欠となる、リチウムイオン電池（ＬＩＢ）等をはじめとする、

ＧＸ分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。 

 

（２）間接補助対象事業者 

以下のⅠ～Ⅲのいずれの要件も満たす大企業、中小企業等であって、事業終了後の建

物・設備等の管理・運営等に責任を持ってあたることができる法人。 

以降、当該法人であって採択された者を間接補助事業者と言い、その事業を「間接補助

事業」と言う。 

 

I 補助要件 

 

① 補助対象要件 
 

  次に掲げるいずれかのテーマに係る実証や設備導入を行う事業であること。 

（表１） 

先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施する

ことで、一足飛びに脱炭素が困難な産業（Hard-to-abate産業）に再生素材の供給を行う事

業 

GX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うこと

で、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭

素投資によって市場に供給された製品・サービス（GX製品）に付与することで、製造業の

国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業 

 

② 補助対象 

 

③ 投資計画の公表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ①において整備する設備費、建物費及びシステム購入費、業務費及び事務費並びにその他

必要な経費で補助事業者が承認した経費（ただし、別表第２に掲げるものに限る。） 

 

当該間接補助事業に係る投資計画について、原則として、交付決定日より前に投資の決定

を対外発表した事業でないこと。 
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④ 投資計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の全ての要件を満たすこと。 

【実証】 

ア. 提出した計画における社会実装後の処理量が表２の要件を満たしていること。また、

商用化に必要な実証項目や実証成果を評価するための指標・目標及び期待した成果が

得られた場合における社会実装の計画を含んだ、実証事業の実施計画を記載するこ

と。その際、カーボンニュートラル及びサーキュラーエコノミーの市場の広がりを見

据え、世界トップクラスを目指し、2030年に向けた処理能力等に関する野心的な目標

を対外的に掲げていること。 

イ. 環境省がやむを得ないと認める事情が生じない限り、間接補助事業終了後５年間以上、当

該実証事業で設置した設備やシステムの使用を継続すること。 

ウ. また、設備導入後５年先までの各年度のサプライチェーン（原料回収・処理・再生材製

造・再生材を用いた製品製造）にわたる具体的な工程やマテリアルフロー、CO2排出状

況、各段階の想定される実施主体、再生材等の販売数量計画、その他関連する事項等を

記載すること。なお、再生材の供給先は、原則として、ＧＸ実現に向けた重点分野

（「資源循環」を除く。）（注１）に関連する国内事業者とする。ただし、水平リサ

イクル又はアップグレードリサイクル（例．異物を徹底的に除去する高純度化技術や

耐衝撃性など物性の回復技術等により、再生材を用いた製品・部品におけるPCR（市中

回収材料）利用率を顕著に増加させるもの。）の場合はこの限りではない。 

エ. 本事業で導入した設備等において、本事業の目的に供される製品の割合とそれ以外の

事業の用に供される製品の割合の見込みを、間接補助事業終了後の５年間分記載する

こと。また、本事業の目的以外の用途について、具体的に記載すること。（注２） 

【設備導入】 

ア. 社会実装事業によって得られる年間あたり処理能力等は、表２に記載されているもの

であること。 

イ. 環境省がやむを得ないと認める事情が生じない限り、当該間接補助事業終了後５年間

以上、当該社会実装で設置した設備やシステムの使用を継続すること。 

ウ. 申請時に、再生材を国内で利活用する投資計画を提出することとし、設備導入後５年

先までの各年度のサプライチェーン（原料回収・処理・再生材製造・再生材を用いた

製品製造）にわたる具体的な工程やマテリアルフロー、CO2排出状況、各段階の想定

される実施主体、再生材等の販売の数量計画その他関連する事項も併せて記載するこ

と。その際、カーボンニュートラル及びサーキュラーエコノミーの市場の広がりを見

据え、世界トップクラスを目指し、2030年に向けた処理能力等に関する野心的な目標

を対外的に掲げていること。なお、再生材の供給先は、原則としてＧＸ実現に向けた

重点分野（「資源循環」を除く。）（注１）に関連する国内事業者とする。ただし、

水平リサイクル又はアップグレードリサイクル（例．異物を徹底的に除去する高純度

化技術や耐衝撃性など物性の回復技術等により、再生材を用いた製品・部品における

PCR（市中回収材料）利用率を顕著に増加させるもの）の場合はこの限りではない。 

エ. 本事業で導入した設備等において、本事業の目的に供される製品の割合とそれ以外の

事業の用に供される製品の割合の見込みを、間接補助事業終了後の５年間分記載する

こと。また、本事業の目的以外の用途について、具体的に記載すること。（注２） 
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（注１）ＧＸ実現に向けた重点分野（「資源循環」を除く。）とは以下リンクにおける重点16分野の 

うち、資源循環分野を除いた分野のことを指す。 
→ GX実現に向けた投資促進策を具体化する「分野別投資戦略」を取りまとめました （METI/経済産業省） 

 

（注２）本事業の目的の用とそれ以外の事業の用に供される割合について、処理対象物の品目名

や設備・システムの稼働率等を説明し事業終了後５年間報告すること。本事業の目的の

用に供される製品の割合が低い場合は、交付決定に当たって条件を付すことがあるので

留意すること。 

 

（注３）投資計画（様式第３「実施計画」）に記載した社会実装の計画内容を達成できない場合

には、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させる場合がある。 

（表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注４）ただし、前処理（解体・選別等）後のものを処理対象とする場合や、特定の物品を 

水平リサイクルする場合など、処理対象物の回収母数が小さい場合は、概ね回収母数 

の１％以上を基準とし、個別に判断する。また、一般廃棄物であるプラスチックに 

ついては、人口 30万人以上若しくは面積 400㎢以上を対象地域として、市町村が回収 

したプラスチックの概ね全量を処理する施設も対象とする。 

 

（注５）原料の材料に応じて個別に判断。  

品目 
社会実装後に得られる 

年間あたり処理能力等の最低水準 

廃プラスチック 
原則１万t 

（注４） 

金属（e-scrap等）・蓄電池 

2020年に比して2030年に概ね 

処理量を２倍以上とする計画 

（注５） 

廃油 １万kℓ 

https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231222005/20231222005.html
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II 事業者の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 

● 以下のＡ及びＢの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖

化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万ｔ未満の企業又は中

小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排

出削減のための取組の提出をもって、これらに替えることができる。 

Ａ：2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 

なお、ＧＸリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 

（ⅰ）国内におけるScope1（事業者自ら排出）・Scope2（他社から供給された電気・

熱・蒸気の使用）に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績及び目

標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 

（注）第三者検証については、「ＧＸリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 

（ⅱ）（ⅰ）で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の

温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報

告・公表する こと。 

Ｂ：2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 

26年度以降のＧＸフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただ

し、Ａと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみな

す。 

● 補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表して

いることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画している者に限る。 

● 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 

● 日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 

● 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

● 本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有

していること。 

● 環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこ

と。 

● 単独又は複数の大企業、中小企業等であること。 

● 中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者（中小企業）並びに一般社団法人、

一般財団法人、特定非営利活動法人（注１）、事業協同組合、農業法人及び大学（注２）

をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。 

①資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接、又は、間接に１００％の株式を保有され

る中小企業者 

②確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均

額が１５億円を超える中小企業者 

③みなし大企業（注３）に該当する中小企業者 
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＜中小企業基本法で定める中小企業者（中小企業）＞ 

  

業種 
中小企業者（以下のいずれかを満たすもの） 

 

資本金又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

 
製造業その他 3 億円以下 300 人以下 

 
ゴム製品製造業

（自動車又は航空

機用タイヤ及びチュー

ブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除

く。） 

 

 

3 億円以下 

 

 

900 人以下 

 
卸売業 1 億円以下 100 人以下 

 
小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

 
サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

 

（注１）特定非営利活動法人は、以下の要件を満たすものとする。 

・法人税法上で課税対象となる収益事業を実施し、補助対象事業は当収益事業の範囲内

であること。 

・認定特定非営利活動法人ではないこと。 

（注２）本事業の大学とは、国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人、地方独立

行政法人法第６８条第１項に規定する公立大学法人及び私立学校法第３条に規定する学

校法人が設置する大学をいう。 

（注３） 

・発行済株式の総数、又は、出資金額の２分の１以上が、同一の中小企業以外の企業（以

下「大企業」という。）（特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資

事業有限責任組合を除く。）の所有に属している法人（以下「みなし大企業」という。） 

・発行済株式の総数、又は、出資金額の２分の１以上が、同一のみなし大企業（特定ベ

ンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く。）の

所有に属している法人 

・発行済株式の総数、又は、出資金額の３分の２以上が、複数の大企業（みなし大企業を

含む。特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合

を除く。）の所有に属している法人 

・役員の総数の２分の１以上を大企業（みなし大企業を含む。特定ベンチャーキャピタル、

中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く。）の役員、又は、職員が兼

ねている法人 
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III 不支給要件 

 

不支給要件 

１ 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為が行

われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方として不適当で

あると事務局が認める場合。 

イ 偽りその他不正の手段によって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（以下「適正化法」という。）第２条第１項に規定する補助金等及び適正化法第２条第

４項に規定する間接補助金等並びに適正化法施行令第４条第２項第４号に規定する条

件として各省各庁の長が定めた民間事業者等に対する助成金等の交付条件又は契約条

件に従い交付する基金（以下「補助金等」という。）の交付を受け、又は融通を受けた

と認められる場合。 

ロ 補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。 

ハ その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づ

く各省各庁の長の処分に違反した場合（ロに掲げる場合を除く。）。 

ニ 事業主、又は事業主が法人であり、当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者そ

の他これに準ずる者（以下「役員等」という。）が公共機関の職員に対して行った贈賄

の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ホ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５

４号）第３条又は第８条第１項第１号に違反した場合(ヘに掲げる場合を除く。)。 

ヘ 役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ト 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場

合。 

チ 業務に関し、不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第２条第１項第１号又は第１

９号に掲げる行為を行った場合。 

リ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。 

ヌ 前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提

起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治４０年法律第４５号)の規定による罰金

刑を宣告された場合。 
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（３）共同申請について 

事業者単独での申請を原則としますが、申請事業者単独では事業が成立しない場合（下記

例のような場合）には、複数事業者での共同申請を認めます。 

ただし、補助対象設備等の所有者を代表事業者とし、その他の事業者を共同事業者としま

す。また、複数の者が補助対象設備等の所有者となる申請は認められません。 

（例） 

・設備投資機能、生産企画機能、生産機能等がそれぞれ別会社に分散している場合（製造

機能を子会社に委譲している場合等） 

・リース会社を利用する場合（下記参照） 

 

（４）リース会社を利用する場合について 

設備工事等においてリース会社を利用する場合は、リース先事業者とリース会社との共同

申請とし、補助対象設備等の所有者となるリース会社を代表事業者とし、リース先事業者を

共同事業者とします。 

リースの場合の補助対象経費は、リース会社が支出した設備費とし、リース料を構成する

手数料、保険料等の経費は補助対象とはなりません。応募申請にあたっては、本補助金の有

無のそれぞれの場合について、リース料の基本金額、資金コスト（調達金利根拠）、手数料、

保険料、税金等を明記してください。 

一つの応募申請において購入とリース契約に分けること及び複数のリース会社を利用する

ことは認められません。割賦契約はリースには含みません。 

また、建物の取得においてリース会社を利用する場合は、建物等取得費は本補助金の補助

対象とはなりません。 

なお、リース先事業者とリース会社との共同申請にあたっては、応募申請書類にはリース

会社による事業内容及びリース先事業者による事業内容を記載する必要があります。 

２ 次のいずれかに該当する事業者 

イ 役員等のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあるもの（以下

「暴力団員等」という。）のある事業所 

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所

ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力又

は暴力団員等を利用するなどしている事業所 

ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 

ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有している事業所 

チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしてい

る事業所 
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【リース契約については、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。】 

（１）リース期間中において、原則として途中解約又は解除ができない契約であること。 

（２）リース期間契約期間は、導入設備の処分制限期間以上であること。 

なお、処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）を勘案して環境大臣が定める期間とする。 

（３）補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース料の低減に充てられる旨が明

記された特約又は覚書等が締結された契約であること。 

（４）日本国内に対象設備を設置する契約であること。 

（５）中古品（新古品、リファービッシュ品を含む）の対象設備をリースする契約でないこ

と。 

 

２．補助対象経費等について 

間接補助事業の区分、間接補助事業内容、間接補助対象経費、交付額の算定方法（補助率）

は、別表第１（28頁）のとおりです。 

間接補助事業に必要な経費は、別表第２及び別表第３（29～32頁）により積算してください。 

   ここでは、補助対象経費の積算方法等について主な要点・注意点を説明いたします。 

 

（１）補助対象経費の決定 

応募申請した補助対象経費や採択時の採択額のとおりに交付決定額とされない場合もありま

すので、あらかじめご了承ください。（採択審査は、補助対象経費の承認を行うものではあり

ません。補助対象経費は交付決定時に決定いたします。） 

 

（２）補助率等 
ア 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者は補助対象経費に１／２を乗じて得た 

額を交付額とします。ただし、「１．（２）Ⅱ 事業者の範囲」（４頁）に定める中小企業の 

除外要件に該当する企業は、大企業として扱います。 
イ ア以外の者は補助対象経費に１／３を乗じて得た額を交付額とします。 

 

※ 補助率については、審査の結果、希望する補助率を下回る可能性がありますのでご了承

ください。 

 

（共同申請の場合の補助率の考え方について） 

共同申請する企業の組合せ 取り扱い 適用される補助率 

大企業（注）と大企業の共同申請 大企業 １／３ 

中小企業等と大企業の共同申請 大企業 １／３ 

中小企業等と大企業のリース会社との共同申請 中小企業等 １／２ 

中小企業等と中小企業等の共同申請 中小企業等 １／２ 

（注）「１．（２）Ⅱ 事業者の範囲」に定める中小企業の除外要件に該当

する企業は、大企業として扱います。 
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（３）補助対象経費の注意点 

・ 間接補助対象経費は、間接補助事業を遂行するために真に必要かつ適切な経費とします。 

・ 専ら間接補助事業のために使用される設備の運転に不可欠と認められる建物（※１）の新

築、増築、改修、中古建物の取得に要する経費、建物と切り離すことのできない「建物附属

設備」（※２）、及びその「付帯工事」は補助対象経費に含みます。 

※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）における「建物」 

※２ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）における「建物

付属設備」 

・ 投下固定資産で間接補助事業の用に供するものとそれ以外のものとが区分し難いときは、

適切な比率をもって按分するものとします。 

・ 割賦払に係るもので所有権を移転するものについては、その全額を資産として含むものと

します。 

・ 申請事業者の自社製品の購入や共同申請者への発注は、利益排除の対象となります。 

 

（４）補助対象外経費について 

  次のいずれかに該当する経費については補助対象外となります。 

・ 本事業の対象経費である投下固定資産額には、土地やオフィス用建物の取得費は含ま 

れません。 

・ 建屋、プラントの基本設計経費（建屋、プラントの実施設計経費は補助対象経費に含め 

ます。） 

   なお、機器の設計経費は機器の購入価格に含めてください。 

・ 専ら間接補助事業のために使用される設備の運転に不可欠と認められる建物の中に、運転

作業員以外の職員も使用する、会議室、休憩室、トイレ、給湯器室等通常オフィス棟に入っ

ている部屋は、運転作業員以外の職員の使用割合に関わらず全て補助対象外です。 

・ 建物の単なる購入や賃貸、土地代、建物における構築物（門、塀、フェンス、広告塔等）、 

土地造成、植栽 

・ 中古建物、設備機械装置の撤去、解体費用 

・ 中古設備機械装置の移設費 

・ 導入設備などに必要なものの予備品 

・ 申請事業者及び共同申請者の人件費（設備の運搬、据付、試運転調整、電気工事などを

自ら行う場合の労務費及び実証に係る労務費を除く） 

・ 申請事業者又は共同申請者でない者が発注する工事又は業務に係る経費（他者が発注した

ものの所有権を申請事業者及び共同申請者に移転した場合も含む。） 

なお、共同申請者が発注できるのは、当該共同事業者が行う実証事業に必要な経費に限り

ます。 

・ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

・ 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

 商品券等の金券 

 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

 自動車等車両（ホイルローダ等を含む）の購入費・修理費・車検費用 

 都市計画審議会、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の環境影響評価等の調査等に係る

費用 

 官公庁等への申請・届出に係る経費、本補助金への応募・申請等に係る経費 

 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため
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の弁護士費用 

 振込手数料、公租公課（消費税を含む。）、各種保険料（社会保険料を除く。） 

 借入金などの支払い利息及び遅延損害金 

 共同申請者間の設備機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等 

（ただし、Ｐ.７に記載のとおり、リース会社と共同申請した場合に、リース会社が資産と

して購入した設備機械装置等の費用は除く。） 

 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（タブレット端末、コンピュータ、プリンタ

など）の購入費 

 価格設定の適正性が明確でない中古品、新古品、リファービッシュ品の購入費 

 間接補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類（据付け又は固定等して

利用しないもの） 

 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

 ３. 間接補助事業に必要な経費の積算（見積書）について 

（１）本補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としていますので、社会的にその適正な執

行が強く求められています。 

このため、間接補助事業に必要な経費の積算（見積書）においては、同じ条件（仕様）に

基づいた複数者（原則３者以上）から公共工事に準じた積算による見積書を取り、価格競

争により一番安価な見積書を採用する必要があります。 

 

・見積依頼先業者は、公共工事の積算に対応できる者を選定することをお薦めします。 

 

（※Ａ）公共工事に準じた積算の仕方については以下のリンク（01、02）を参照して

ください。 

01 見積依頼及び見積書の作成の仕方（プラント工事） 

02 見積依頼及び見積書の作成の仕方（建築工事） 

 （不明な点があれば、事務局にご相談ください。） 

 

 ・３者の見積書は、中項目までの積算で差し支えありません。 

  ただし、採用する見積書については詳細な積算内訳の提出が必要です。 

 

 （２）発注・契約について 

補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、原則として交付決定通知後から可

能となります。 

具体的には、下記のとおり審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、

「採択通知書」が発出され、その後、事務局から「補助金交付決定通知書」が発出されま

す。 

この交付決定の日以降、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為が可能となり

ます。（発注先に対して発注意思を書面若しくは口頭で表明する内示行為も「発注」とみ

なします。） 

 

応募→審査→採択→交付申請→交付決定→間接補助事業開始（発注） 

 

（３）応募申請における間接補助事業に必要な経費の根拠（見積書など）について 

応募申請には、様式第１の10．「間接補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配

分額」及び様式第３「経費明細」を作成する必要があります。これら様式は上記（※Ａ）によ

り作成してください。 

ただし、見積書の作成には一定の期間を要すること等から、応募申請における間接補助事業に

https://www.jwrf.or.jp/individual/79efb7ff283a6abb50f11e21d5a547bcd0a7cf37.pdf
https://www.jwrf.or.jp/individual/e1ae7a73971236afae806a7fdb4b51de8deec294.pdf
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必要な経費の根拠としては、１者の見積書等で差し支えありません。（ただし、公共工事に準じ

た積算で、中項目まで積算した見積書である必要があります。） 

 

４．事前着手の届出・受理の結果通知について 

補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、補助金交付決定通知後から可能となる 

ことが原則ですが、本事業の必要性・緊急性に鑑み、「事前着手届出」を提出し、「事前着手

受理通知」を受けた場合には「事前着手開始日として認める日」（下記※Ｂ）以降に発生した

経費等についても補助対象経費として認める場合があります。 

なお、事前着手を行う場合であっても、補助金のルールに従った発注等の手続き（入札・公

共工事等に準じた積算による複数見積など（上記※Ａ））が行われていないと補助対象経費と

なりませんのでご注意ください。 

※Ｂ 事前着手の開始日は公募開始日以降の日付となります。公募開始日より前に実施

した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。 

 

なお、事前着手の届出や受理は、補助金の採択や交付決定を約束するものではありませ

ん。 

 

（１）事前着手届出の受付期間 

公募開始日～令和８年７月２４日（金）正午まで 

※上記期間に jGrantsで届出を実施・完了してください。 

（注１）受付期間以降の届出は受け付けられません。 

 

（２）届出方法・必要書類等 

補助金申請システム「jGrants」から事前着手届出の様式をダウンロードし、応募申請時

に提出してください。 

 

◎事前着手届出に添付する書類（①②は前頁（※Ａ）公共工事に準じた積算内訳が必要で

す。） 

①見積依頼書（事前着手の対象となるプラント工事及び建築工事の依頼先３者以上） 

②見積書（事前着手の対象となるプラント工事及び建築工事の提出者３者以上、最低金額を

提示した事業者の見積書は詳細な積算内訳を添付すること。） 

 

注）事前着手届出に添付する書類は、応募申請に必要な書類と異なります。 

【事前着手を認めることは実際の発注を認めることなので、前頁４（１）と同様に同じ条

件（仕様）に基づいた複数者（原則３者以上）から公共工事に準じた積算による見積書

を取り、価格競争により一番安価な見積書を採用する必要があります。】 

 

〇公共工事に準じた積算の仕方については下記のリンク（01、02）を参照してくださ

い。 

01 見積依頼及び見積書の作成の仕方（プラント工事） 

02 見積依頼及び見積書の作成の仕方（建築工事） 

 （不明な点があれば、事務局にご相談ください。） 

 

（３）事前着手の受理の通知等 

 【受理要件】 

①事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性・必要性がある

と判断した場合受理を行います。 

https://www.jwrf.or.jp/individual/79efb7ff283a6abb50f11e21d5a547bcd0a7cf37.pdf
https://www.jwrf.or.jp/individual/e1ae7a73971236afae806a7fdb4b51de8deec294.pdf
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②事務局は、添付された「前頁※Ａ」基づいた公共工事に準じた適正な積算による見積書をもって、
最低価格の落札者が選定されたことを確認の上、受理を行います。 

 

事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知します。 

事前着手が受理された場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査の結果、採択

されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできませんので、ご注意ください。 

また、事前着手受理通知に記載の「事前着手の開始日として認める日」より前に実施した

発注（発注先への内示も発注行為とみなします）、購入、契約等に係る経費は補助対象外

となりますので、ご注意ください。 

事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実

施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 

 

５．補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれている場合、交

付規程（採択決定後に配布）に基づき、消費税等の確定に伴う報告書を求めることになりま

す。 

これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補

助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕入控除とした

消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。しかしな

がら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念等による

報告漏れが散見されることや、間接補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以

下のとおり取り扱うものとします。 

応募申請時の間接補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、応募申請書類を提出してください。 

ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、間接補助事業の遂行に支障を来すおそ

れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。なお、事

業者側が、消費税等を補助対象経費としないことを要望すればこの限りではありません。 

※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税額

が発生することによる報告及び返還が発生する場合がありますので注意してください。 

①消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者 

②免税事業者である間接補助事業者 

③簡易課税事業者である間接補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表 

第３に掲げる法人の間接補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である間接補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還 

を選択する間接補助事業者 

 

６．事業実施期間について 

本公募で採択された場合は、原則として採択された年度内に本補助金の交付申請を行い、

交付決定する必要があります。交付決定後は、間接補助事業に係る建物・設備の工事等に係る

発注等、速やかに事業に着手してください。交付決定後は、間接補助事業の最終年度は、2月

末日までに間接補助事業を完了してください。（建物・設備の取得等が完了し、それらの経費

が全て支払われた時点をいう。以下同じ。） 
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７．間接補助事業者の義務等 

本補助金の利用に際しては、以下に記載した事項の他、適正化法等の規定を遵守していた

だくことになりますのでご留意ください。 

① 間接補助事業者は、交付決定を受けた後、間接補助事業の経費の配分又は内容を変更し

ようとする場合、若しくは間接補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認

を得なければなりません。 

② 間接補助事業者は、間接補助事業の交付年度中の進捗状況の報告を求められた場合、速

やかに報告しなければなりません。 

③  間接補助事業者は、当該年度の３月末まで及び翌年度以降に必要な補助対象経費を、事務

局が定める期日までに報告しなければなりません。 

④ 間接補助事業者は、年度終了実績報告書を翌年度４月１０日までに提出しなければなり

ません。また、先進的な資源循環投資促進事業の終了年度は、間接補助事業の建物・設

備の取得等が完了した日から起算して３０日を経過した日、又は、当該年度の２月２８

日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。 

⑤ 間接補助事業者は、間接補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産について

は、間接補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に

従って効果的運用を図らなければなりません。なお、当該取得財産等については、「取得

財産等管理台帳」を備えて、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理しなければなり

ません。 

⑥ 間接補助事業者は、当該取得財産等については、補助金交付の目的及び減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して環境大臣が定める

期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、

担保に供し、又は取り壊し（廃棄を含む）を行うこと）はできません。ただし、やむを

得ない不測の事態の発生等により、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前

に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合には、原則

として、補助金の全部又は一部を返納していただくことになります。 

⑦ 間接補助事業者は、間接補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証

拠書類を整理し、間接補助事業の終了した日の属する国の会計年度の終了後５年間又は⑥

で定める財産を取得した場合は⑥で定める期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、

保存しなければなりません。 

⑧ 間接補助事業者は、間接補助事業の終了した日の属する国の会計年度の終了後５年間

（以下「報告期間」という。）、国の毎会計年度終了後３０日以内に間接補助事業に係る

事業報告書（事業継続状況等）を提出しなければなりません。ただし、環境省が必要と認

める場合には、報告期間終了後も報告を求めることがあります。 

⑨ 間接補助事業に関係する調査への協力、その他事業成果を発表していただく場合があり

ます。 

⑩ 本事業では、間接補助事業の事業化により収益を得られたと認められる場合であっても

補助金の交付の目的に反しない場合に限り、収益納付は求めません。 

 

８．その他 

① 今回の申請により提出された補助金申請額（補助率を含む。）が交付決定額となるもの

ではありません。本公募による採択決定後、交付規程に基づき採択された者が提出する交

付申請書の内容を事務局が厳正に審査した上で、交付決定通知書にて交付決定額を通知し

ます。 
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② 補助金の支払いは、複数年度事業においては各年度末時に、間接補助事業の遂行途中での事業

の進捗状況を踏まえ、所定の手続きを経た上で、交付決定額のうち当該年度分を上限とした概算

払又は間接補助事業終了後、完了実績報告書の提出を受け、額の確定後の精算払となります。確

定額（精算額）は、交付決定額に至らない場合もございます。 

また、特に必要と認められる場合に限り、間接補助事業の遂行途中での事業の進捗状況、経費

（支払行為）の発生や交付要件等を確認し、所定の手続きを経た上で、各年度末時以外に当該部

分にかかる補助金が支払われることもあります（概算払）。ただし、応募申請若しくは交付申請

段階において、概算払を前提とした投資計画を立てることは認められません。また、間接補助事

業終了後の確定検査により、概算払による支払額が過大となった場合、過大分については返還請

求書に基づき、期日までに返還してください。 

③ 国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度と重複した交付申請書の提出（本申請書

の提出以降を含む。）は原則として認められませんのでご注意ください。 

なお、他の制度との併願・併用について疑問等がありましたら、事前に事務局にご相談

ください。 

④ 間接補助事業で取得する建物・設備に抵当権を設定（担保に供する）するには、交付決

定を受けた後に、交付規程に基づき、事前に財産処分承認申請（抵当権の設定の承認申請）

を行い、事務局の承認を受けることが必要です。抵当権設定ができるのは、今回の間接補

助事業を実施するために必要な融資のための抵当権に限定され、普通抵当権のみに限りま

す（根抵当権は不可）。間接補助事業で取得する建物・設備に、既存の抵当権を波及させ

ることはできません。 

 

９．応募申請書類の提出について 

（１）受付期間 

令和８年６月１８日（木）～令和８年７月２４日（金）正午まで 

※上記期間にjGrantsで申請を実施・完了してください。 

 

（２）提出方法 

応募される方は、別紙申請様式を作成の上、上記期間に補助金申請システム「jGrants」

にて、当該資料を提出してください。 

 

jGrantsを利用するには、gBizIDプライムの取得が必要です（未取得の場合）。 

jGrants操作方法： https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れはこちら」タブ ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認くださ

い。 

※ gBizIDプライムの取得には２～３週間を要する場合があるため、余裕を持って準備さ

れるよう十分ご注意ください。 

※ なお、入力いただいたデータの一部は、官民データ活用推進基本法（平成二十八年

法律第百三号）が求めるオープンデータ化への同意に伴い、gBizINFO(METI)経済産業

省に公開されます。 

 

提出先は、jGrants 下記のURLからjGrantsのページに入り、 

「先進的」で検索し、「先進的な資源循環投資促進事業（公募申請）」を選択して、 

申請を行ってください。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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（注１）受付期間以降の提出（修正、差替、追加を含む。）は受け付けられません。 

（注２）郵送、持参及びＦＡＸ等による提出は受け付けません。また、入力内容及び資料

に不備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して提出してください。 

 

（３）申請書作成等の問い合わせ先 

申請書作成にあたってのお問い合わせについては、下記事務局で受け付けています。 

先進的な資源循環投資促進事業事務局 

電話番号：03-5638-7162 

Email: GX-toiawase@jwrf.or.jp 

受付時間：平日９時～１２時、１３時～１６時３０分 

 

（４）先進的な資源循環投資促進事業ウェブサイト 

本公募に関する情報は、先進的な資源循環投資促進事業ウェブサイトに掲載しています。 

公募要領や申請書様式等は、 jGrantsからダウンロードしてください。 

 

１０．採択の審査及び結果通知について 

（１）採択時の主な審査内容 

ア 採択の審査は、事務局内に設置される審査委員会において行われます。採択審査は

提出書類に基づく書面審査、面接審査により実施します。 

 

面接審査は非公開で実施し、①基本的事項の審査②産業競争力強化への貢献に関する審

査、③排出削減への貢献に関する審査、④民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業で

あるかに関する審査項目を中心に確認します。面接審査には、提案する企業等の代表権を

有する者（またはそれに準ずる者）の参加を求めます。 

イ 交付先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じ

られませんので予めご了承ください。 

 

ウ 審査期間中、必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。 

エ 提出書類や追加説明資料は返却いたしません。 

 

オ 提出書類は全て日本語とし、海外製品の仕様書、見積書等については日本語訳を添付す

ること。 

 

カ 提出書類に不備（必要書類の欠落や記入漏れ等）がある場合は、審査の対象と                        

なりませんので十分ご注意ください。 

 

 

URL：https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html 

 https://pczes.jstra.jp/ 

先進的な資源循環投資促進事業（公募申請） 

URL：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

先進的な資源循環投資促進事業事務局のウェブサイト 

URL：https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html 

 https://pczes.jstra.jp/ 

https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html
https://pczes.jstra.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001790.html
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①基本的事項の審査 

ア．基本的要件（必須項目） 

「１．（ １ ）事業の目的」に掲げる間接補助事業の目的に合致しており、かつ「１．（２ ） 

Ⅰ補助要件」に掲げる要件を満たしているか 

イ．適格性（必須項目） 

「１．（ ２）Ⅱ事業者の範囲」に掲げる要件を満たし、「１．（ ２ ）Ⅲ不支給要件」に当

たらないことが確認できるか 

ウ．間接補助事業の実施体制（必須項目） 

間接補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有しているか 

エ．経営層のコミット（必須項目） 

（i） 提案される事業に対して、経営者自身が深く関与することで、機動的・継続的

に経営資源を投入するための組織体制が構築されているか 

（ii） 提案される事業が、経営戦略の中核に位置づけられ、幅広いステークホルダー

に情報発信されているか 

オ．財務の健全性（必須項目） 

間接補助事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤を有しているか 

カ．間接補助事業の実現性（必須項目） 

（i） 間接補助事業のスケジュールが妥当であり、廃棄物等の分離回収もしくは再資
源化等設備等の具体的な内容、規模及び投資額が妥当か 

（ii） 将来の自立化に向けて自ら資本市場から資金を呼び込む計画となっているか 
（iii） 当該設備から製造される再生材の需要家を巻き込む努力をしているか 
（iv） 資源循環に関する目標が具体的で、その達成に向けた取組が明確に示されてい

るか 

キ．間接補助事業のリスク対応（必須項目、ただし事業期間が２年以内の場合は不要）

様々な視点からリスクを評価し、事業を中止する場合の基準を明確にしているか 

 

②産業競争力強化への貢献に関する審査 

 ア．自社成長性のコミット（必須項目） 

間接補助事業の開始から、間接補助事業の終了後の自立化に至るまでのスケジュールが

計画されており、その計画立案における根拠が妥当であるか 

イ．間接補助事業による投資誘発効果（必須項目） 

間接補助事業の実施により、国内経済・サプライチェーンへの経済波及効果として、

地域の雇用創出や他社への受発注による経済効果等が認められるか 

ウ．グリーン市場創造のコミット（必須項目） 

具体的な市場・顧客、排出削減対象とその課題・ニーズを想定した上で、社会・顧客

に対する提供価値とそれを実現するビジネスモデルを提案できているか 

エ．市場獲得に向けたルール形成戦略（大企業：必須項目、 中小企業等：加点項目） 

間接補助事業によって導入した設備で製造した再生材の市場獲得に向けて、適切なオ

ープン戦略（標準化等のルール形成、ライセンシング等）及びクローズ戦略（知財・

ノウハウ管理等）について、具体的な計画があるか 

オ．ビジネスモデルの独自性等（加点項目） 

補助対象事業に係るビジネスモデルは、独自性・新規性・他社に対する優位性等を有

しているか 

カ. ライフサイクル全体での資源循環の実現（加点項目） 
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製品が市場に出回った後も、その製品がライフサイクル全体を通じて資源循環率の向

上に寄与する計画が想定されているか 

キ. GX製品・サービスの社会実装への貢献（加点項目） 

社会全体のGX加速化に向けて、自社のScope1,2の削減取組に加え、GX製品・サービス

が有するGX価値の評価を通じたGX製品の社会実装に積極的に貢献し、サプライチェー

ン全体でのGXを推進すべく、GX率先実行宣言を行っているか 

 

③排出削減への貢献に関する審査 

ア．間接補助事業による CO2 排出削減効果（必須項目） 

補助対象となる再生材の供給により、再生材の原料調達・製造から当該再生材を使用し

た製品の製造・廃棄までのライフサイクル全体を通じてCO2排出量の削減がどの程度見込

まれるか。また、CO2排出削減量１tあたり、どの程度の削減コストが見込まれるか。 

イ．デコ活応援団（官民連携協議会）への参画及びデコ活宣言の実施（加点項目）デコ活

応援団（官民連携協議会）への参画やデコ活宣言の実施をしているか。 

ウ．エコ・ファースト認定企業であるか（加点項目） 

エ. 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」に基づく「高度再

資源化事業計画」、「高度分離・回収事業計画」又は「再資源化工程高度化計画」の認

定企業であるか（加点項目） 

 

④民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業であることに関する審査 

ア．経済的基準（必須項目） 

(ⅰ)廃棄物等の分離回収もしくは再資源化等設備に係る設備投資計画が、補助を前提

としない場合には、投資計画における IRR（internal rate of return：内部利益

率）・投資回収期間・キャッシュフローが投資判断に至る水準には達しないなど、民

間企業のみでは経済性の確保が困難な計画と言えるか 

（ⅱ）上記について補助対象事業の総事業費が、企業規模に対して大規模なものである

か 

（ⅲ）(ⅰ)におけるキャッシュフローの算出に当たって、前提条件の達成が困難とな

る経済面以外のリスクが存在するか 

 

イ．技術的基準（必須項目） 

※（ⅰ）又は（ⅱ）のいずれかを満たすこと 

（i） 廃棄物等の分離回収もしくは再資源化等設備に用いられる技術が、商用目的での

使用が限定的であるか 

（ii） 廃棄物等の分離回収もしくは再資源化等設備が先進性を有するか 

 

 

⑤人材確保に向けた取組に関する審査 

ア．人材確保に向けた取組（必須項目） 

補助対象事業の実施にあたり、賃上げ等の具体的な手段によって、人材確保に向けた

取組を行っているか 

イ．従業員の賃金引上げ計画の表明（加点項目） 

暦年/事業年度において、対前年/前年度比で大企業は３％以上、中小企業等は１.

５％以上の賃上げに取り組む予定があり、その旨を従業員に表明しているか 
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ウ．ワーク・ライフ・バランス等の推進（加点項目） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けて、女性の職業生活における活躍の推進や

次世代育成支援対策、青少年の雇用の促進等に関する取組を行っているか 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の認定等を受けているか 

 

（注１）①基本的事項については必須項目のため、様式中[必須]と記載されている項目は全

て記載してください。 

（注２）間接補助事業者としての適格性を説明するために、財務状況の確認に関する補足書

類（様式第２ 間接補助事業概要説明書を参照）をご提出いただくことを推奨します。

採択審査においては、経営基盤の健全性を重視しています。 

（注３）②産業競争力強化への貢献に関する審査項目のエ（中小企業等のみ）・オ、カ③排

出削減への貢献に関する審査項目のイ・ウ・エ、及び、⑤人材確保に向けた取組に関

する審査項目のイ・ウについては、記載内容を審査し加点を行うための項目です。 

（注４）「従業員の賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の

認定」については、任意の項目です。実施しない場合も申請することが可能です。 

（注５）「従業員の賃金引上げ計画の表明」の申請において、賃上げの表明を行う予定があ

ると選択した場合、交付決定までに従業員に対する賃上げ表明を実施することが必要

です。申請書類において⑤人材確保に向けた取組に関する審査項目のイを記載したう

えで、賃上げ表明がなされなかった場合には、原則として交付決定を行いません。ま

た、表明した賃上げ計画の実施状況については、報告を求めます。 

（注６）「従業員の賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等の推進」に

ついて、複数事業者による共同申請の場合は、共同申請者全者が実施することが必要

です。 

 

（２）採否の通知等 

審査結果（採択又は不採択）の決定後、事務局から速やかに文書又はメールにて通知し

ます。また、補助要件を満たさない申請は、採択結果の最終審査を待たずに不採択の通

知を行う場合があります。 

 

（３）公募のスケジュール 

令和８年６月１８日（木） 公募開始 

令和８年７月２４日（金）正午 公募締切 

令和８年７月２７日（月）～ 採択審査 

令和８年８月以降※ 採択先公表 

採択後１ヶ月以内を目途 交付申請期限 

※ 採択先決定日については、応募申請件数次第で前後する可能性があります。 

（注）原則として交付決定後、事業開始（契約・発注）が可能となります（発注先への内

示も発注行為とみなします）。 

 

（４）その他 

本事業では、提出書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密保持の観点から応募者の了解な

しには応募の詳細内容等の公表は行いません。ただし、他の助成機関等からの依頼・問い

合わせ等に対して、その内容を妥当と認めた場合は、使用目的を限って、その機関に申請

者名、事業名、大まかな事業内容等を知らせることがあります。 

また、公募の結果として、採択事業者名、事業実施場所、大企業／中小企業等の別、事

業内容（間接補助事業により導入する廃棄物等の分離回収もしくは再資源化等設備名等）、

事業総額、補助金交付額等について、原則公表する予定です。 
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１１．事業期間中の進捗確認等について 

本事業では、企業が表明したコミットメントの実効性を担保する観点から、事業期間に

わたって事務局が毎年度、交付決定された事業の進捗を確認することとします。事業が計

画通り履行されない場合には、事務局が環境省と協議の上、必要と認める場合は審査委員

会にて審査を行います。審査委員会では、事業の継続もしくは交付決定の変更又は取消し

の決定を行うこととします。なお、審査の要否判断や審査に当たっては、事業の進捗状況

のみならず、市場動向や技術進展の動向、事業環境の変化等を含め、総合的に勘案します。 

また、事業の進捗状況等に関わらず、事業期間が３年の案件を目安に、審査委員会によ

る中間審査を行います。中間審査の時期については、事務局が環境省と協議の上、決定し

ます。 

 

１２. 補助金の経理処理等 

 補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なり、補助金のルールに従った手続きが求

められます。 

このため、「jGrants」掲載又は事務局ウェブサイト掲載の「交付申請・経理処理・実績

報告の手引き」（下記ＵＲＬ）に基づき経理処理を行ってください。 

また、間接補助事業者や共同事業者が自ら行う実証事業の業務費や事務費については、「環境

省所管の補助金等事務処理手引」に基づき経理処理を行う必要があります。 

 

「交付申請・経理処理・実績報告の手引き」（下記リンク） 

     【ＧＸ】交付申請・経理処理・実績報告の手引き 

 

「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」（下記ＵＲＬ） 

900486777.pdf 

 

  

https://www.jwrf.or.jp/individual/fe9824035ba40877494e385e4e7c1a5b029c399c.pdf
https://www.env.go.jp/content/900486777.pdf
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チェックシートに[必須]と記載されている項目の記載・提出がない場合は、審査の

対象外として不採択となりますので、ご注意ください。なお、審査委員会では加

点項目も含めて総合的に審査を実施します。 

 

※ 応募申請書様式第１、第２、第３、第４、第５及び第６は、補助金申請システム

「jGrants」からダウンロードしたファイルで作成していただき、申請する金

額・人数等の数値や文言に書類内での不整合がないか確認した上で、ご提出く

ださい。 

※ 応募申請書様式第３は、提案内容が下記の構成に従って網羅されていれば、様式

は問いません。 

様式 提出書類 

様式第１ □ 先進的な資源循環投資促進事業の応募について 

様式第２ □ 間接補助事業概要説明書 

 （様式無し） □ 様式第２の添付書類 

様式第３（ひな形参

照） 

□ 間接補助事業の実施計画 

 0（様式３に記載） □ 共同申請者内における各主体の役割分担 

1（様式３に記載） □ 事業戦略・事業計画 

2（様式３に記載） □ 排出削減への貢献 

3（様式３に記載） □ 民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性 

4（様式３に記載） □ 経営層のコミット 

別添１ □ 経費明細 

別添２ □ 収支計画 

別添３ □ ＧＸリーグへの加入状況又は温室効果ガス排出削減のための取組 

別添４ □ 人材確保に向けた取組 

別添５ □ ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた取組状況 

別添６ □ ＣＯ２削減量計算書 

（様式無し） □ 様式第３の補足資料 

様式第４ □ 暴力団排除に関する誓約事項 

 別添 □ 役員等一覧 

様式第６ □ 応募申請内容まとめ 

様式第５ □ 必要な場合、事前着手届出 

（注１）共同申請の場合、様式第３の３．「民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業」への適

格性、４．経営層のコミット、補足資料については共同申請を構成する各社ごとに用意

した上で、共同申請単位でとりまとめて提出してください。また、別添３～５について

も、共同申請を構成する各社ごとに用意した上で、共同申請単位でとりまとめて提出し

てください。 

（注２）上記以外にも確認書類等がありますので、次頁の「提出書類等チェックシート」を十

分にご確認ください。  

応募申請様式 
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＜提出書類等チェックシート＞  

申請者名：  
※提出漏れがないかどうか等についてチェックを入れ、確認してください。 

 
 

提出書類 

確認欄 
（レor■記入） 

提出 
確認 

非該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①
申
請
書 

様式第１ 先進的な資源循環投資促進事業の応募について[必須] □  

様式第２ 間接補助事業概要説明書[必須] □  

様式第３ 間接補助事業の実施計画[必須] □  

0. 共同申請者内における各主体の役割分担 [選択により必須] □ □ 

1. 事業戦略・事業計画 [必須] □  

2. 排出削減への貢献 [必須] □  

3. 民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性 [必須] □  

4. 経営層のコミット [必須] □  

別添１ 経費明細 [必須] □  

別添２ 収支計画 [必須] □  

別添３ ＧＸリーグへの加入状況又は温室効果ガス排出削減のための取組

[必須] 
□  

別添４ 人材確保に向けた取組[必須] □  

別添５ ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた取組状況 

[実施している場合は必須] 

□  

別添６ ＣＯ２削減量計算書 □  

様式第４暴力団排除に関する誓約事項 [必須] □  

別添 役員等一覧 [必須] □  

 

 

 
②
様
式
第 
２
の
添
付
書
類 

【様式第２ １（３）（イ）添付書類】（付近見取図・現地説明図）[必須] 

- 間接補助事業の実施場所の付近見取図 
□  

【様式第２ １（３）（イ）添付書類】（配置図・設計図）[必須] 

- 工場等の配置図 

- 工場等の設計図 

- 設備の配置図 

- 工事等の工程表（工事計画） 

 

□ 

 

【様式第２ １（３）（イ）添付書類】（その他）[必須] 

- 別添１に記載した金額の算出根拠資料（見積等） 
- 上記を補足説明できる資料 

 

□ 

 

 

 

 

 
③
様
式
第 
３
の
添
付
資
料 

金融機関の同意又は内諾を示す資料（該当する場合） □ □ 

起債又は借入に関する資金計画（起債又は借入がある場合） □ □ 

リース契約書(案)、リース料金計算書(案)等 

（補助金交付額相当分がリース料の低減に充てられる内容であること。） 

（リースの場合） 

□ □ 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者印、税務署受領印、税理士印付き 

（*1））（３期分写し） 

〔電子申請の場合〕 

別表１のハードコピー（税理士印付き（*1））（３期分写し）と税務署が受信

したというメールのハードコピー 

（*1）税務申告を税理士に委任していない場合は不要 

 

 

□ 

 

 

□ 
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提出書類 

確認欄 
（レor■記入） 

提出 
確認 

非該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③
様
式
第 
３
の
添
付
資
料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

法人税税務申告書別表４「所得の金額に関する明細書」（３期分写し） 

 

□ 

 

□ 

直近 3 年度分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書及び製造原価報告書） 

（申請企業の単体ベース、ただし、連結がある場合には、連結決算も併せて

提出） 

※決算報告書がない場合は、最近１年間の事業内容の概要を記載した書類 

※設立後３年未満の企業であって、設立前に当該事業を実施していた企業が

ある場合は、その企業の決算報告書を提出 

※経営基盤の健全性の説明に関する補足書類として、次のＡからＤのいずれ

かの提出を推奨 

Ａ 公認会計士の監査報告書 

Ｂ 日本税理士会連合会「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェッ

クリスト」ないし、「『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチ

ェックリスト」 

Ｃ 税理士法 33 条の 2 に規定する添付書面 
Ｄ 会社法の規定に基づく会計参与報告書 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

共同申請者の履歴事項全部証明書 □ □ 

定款 □  

出資者及び役員の一覧が記載されている書類 □  

応募者の概要が分かるもの（パンフレット、ホームページ等） □  

手 ④ 
関 事 
係 前 

着 

様式第５事前着手届出書 

（事前着手を希望する場合、jGrants上又は電子メールから提出） 

 

□ □ 

⑤ 
内 

応 
容 

募 
ま 
申 
と 
請 
め  

様式第６応募申請内容まとめ[必須] 

 

□ □ 

 

類 
⑥
の 
提
確 
出 
認 書 

電子データのファイル種類、ファイル名の付与ルール等が、＜提出書

類のとりまとめ方法＞の通りになされていることを確認した。 □十分確認した 

以下の【送付の際の留意点】を再度確認した。 □十分確認した 

※ 提出書類に不備（必要書類の欠落や記入漏れ等）がる場合は、審査の対象と                        

なりませんので十分ご注意ください。 

 
【提出の際の留意点】 

※ 提出書類は審査、契約、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のためにのみ利用
し、申請者の秘密は保持します。 

※ 提出書類の返却はいたしませんので、必ず、原本の控えを保持してください。 

※ 申請書の作成にあたっては、金額・日付等の数値や名称に申請書内での不整合がない
か確認してください。  
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＜提出書類のとりまとめ方法＞ 【重要】 

●補助金申請システム「jGrants」への書類提出方法 

※詳細な jGrants での提出方法については、以下をご参照ください。 

jGrants 操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れはこちら」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

（１）申請フォームへの入力について 

jGrants 上の申請フォームでは、以下の通り各フォームへの記入・提出を行ってください。 

○事業者基本情報 

基本的にはＧビズＩＤ（gBizID）に登録されている事業者情報が自動入力されますが、

更新情報や空欄があれば記入してください。 

○事業者の概要 

中小企業等の定義（公募要領１．（２）Ⅱ事業者の範囲）をご確認の上、事業規模を選択

してください。 

○事業基本情報 

間接補助事業の名称やスケジュール等の入力が必須となっているため、様式第１及び様

式第２の内容に沿って記入してください。 

○申請様式アップロード 

当フォームでの申請書の様式提出は、それぞれ該当する項目に、所定のファイル形式、

ファイル名にて提出してください。（詳しくは、以下「（２）提出書類のとりまとめ方法に

ついて」をご参照ください。） 

 

（２）提出書類のとりまとめ方法について 

下表の通り、提出ファイル名を指定のものへと変更の上、該当する申請フォームへと提出し

てください。 

 

申請フォーム名 

提出ファイル名 
ファイル名は、 

「事業者名（略称可）」資料名としてく

ださい 

 

提出書類及び注意点 
ファイ

ル形

式 

 

①様式第１・第

２、 

様式第３ 

様式第３別添１・

２、 

様式第３別添３～

５、 

様式第３別添６ 

 
１-１_「㈱○×」様式第１・第２.pdf 
１-２_「㈱○×」様式第３.pdf  

１-３_「㈱○×」様式第３別添 １・

２.pdf 

１-４_「㈱○×」様式第３別添 ３～

５.pdf 

１-５_「㈱○×」様式第３別添 ６.pdf 

様式第１・２、様式第３、様式第３別

添１・２、様式３別添３～５、様式３

別添６を、それぞれ PDF で提出してく

ださい。 

（Excel の場合はExcel 内のシートを１

つのPDFにまとめたものとしてくださ

い。） 

 

 

PDF 

②様式第１・第２、 

様式第３ 

様式第３別添１・

２、様式第３別添

３～５、様式第３

別添６ 

 
２-１_「㈱○×」様式第１・第２.xlsx 
２-２_「㈱○×」様式第３.pp 
２-３_「㈱○×」様式第３別添 １・

２.xlsx 

２-４_「㈱○×」様式第３別添 ３～

５.xlsx２-５_「㈱○×」様式第３別添 

６. xlsx  

 

様式第１・２、様式第３別添１・２、

様式第３、様式第３別添３～５につい

ては、上記 PDF の他、それぞれ Excel 

又はPowerPointでも提出してくださ

い。 

 

Excel 

様式第３はpp

（PowerPoint

） 

 

 

③ 様式第２_１（３）

（イ）の添付書類一

式 

 

 

３_「㈱○×」様式第２添付書類.pdf 

様式第２ １（３）（イ）の添付書類

（付近見取図・現地説明図、配置図、

設計図、見積等、その他補足説明資料

等）を 1 つの PDF ファイルに纏めて提

出してください。 

※複数のファイルを ZIP ファイル等に

まとめないでください。 

 

 

PDF 

※次ページに続く 

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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※前ページ続き 

 

申請フォーム名 

提出ファイル名 
ファイル名は、 

「事業者名（略称可）」資料名
としてください 

 

提出書類及び注意点 
ファイ

ル形

式 
 

 

④様式第３別

添１～６の

添付資料等

一式 

 

 

４_「㈱○×」様式第３別添

添付書類.pdf 

様式第３別添１～６において、添付／補足説

明資料（提出必須の場合あり）を 1 つの PDF 

ファイルに纏めて提出してください。 

※複数のファイルを ZIP ファイル等にまとめ

ないでください。 

※どの書類がどの別添に対応したものかをフ

ァイル内に明記してください。 

 

 

 

PDF 

 

 

 

⑤ 資金計画関連資料 

 

 

５_「㈱○×」起債又は借入

に関する資金計画.pdf 

※該当する場合のみ 

起債又は借入等がある場合には、金融機関の

同意又は内諾を示す資料及び、起債又は借り

入れに関する資金計画を 1 つの PDF ファイル

に纏めて提出してください。 

※複数のファイルを ZIP ファイル等にまとめ

ないでください。 

 

 

 

PDF 

 

 

 

⑥ リース関連資料 

 

 

６_「㈱○×」リース関係書

類（案）.pdf 

※該当する場合のみ 

リース契約を行う場合、リース契約書

（案）、リース料金計算書（案）等を 1 つの 

PDF ファイルに纏めて提出してください。 

※複数のファイルを ZIP ファイル等にまとめ

ないでください。 

 

 

 

PDF 

 

 

 

⑦ 税務申告、決算報

告関連資料 

 

 

 

７_「㈱○×」税務申告書関

係及び決算報告書.pdf 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者

印、税務署受領印、税理士印付き）及び、別

表４「所得の金額に関する明細書」の３期分

の写しと、直近３年度分の決算報告書（貸借

対照表、損益計算書及び製造原価報告書）を

提出してください。また、経営基盤の健全性

に関する補足書類等があれば、併せて PDF で提

出してください。 

※複数のファイルを ZIP ファイル等にまとめ

ないでください。 

 

 

 

 

PDF 

 

 

 

⑧ 応募者等概要資料 

 

 

 

８_「㈱○×」応募者等概

要.pdf 

 

応募者の概要が分かる資料や、出資者及び役

員の一覧が記載されている書類、定款などを

提出してください。また、共同申請を行う際

には、共同申請者の履歴事項全部証明書も併

せて PDFで提出してください。※複数のファ

イルを ZIPファイル等にまとめないでくださ

い。 

 

 

 

PDF 

 

⑨ 様式第４・別添 

 

９_「㈱○×」暴力団排除に

関する誓約事項.pdf 

 

様式第４（別添の役員等一覧を含む）を PDF 

で提出してください。 

 

PDF 

 

⑩ 様式第６応募申請

内容まとめ 

 

 10_「㈱○×」応募申請内容

まと 

 め.xlsx 

 

 

様式第６をExcelで提出してください。 

 

Excel 

 

 

 

 

 

※jGrants 上の提出欄にて、それぞれの項目番号に対応した内容のファイルを提出してください。 

※jGrants 上では、１６MB を超える容量のファイルを提出いただくことはできません。そのため、提出するデー

タのファイル容量が１６MB を超過することがないようにしてください。 
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本事業全体の流れ（概要） 

 

事項 事務局 補助事業者 環境省

1年度目

●公募期間 【該当者は事前着手届出】

（令和８年〇月〇日）

（令和８年〇月〇日予定）

※公募締切

（令和〇年〇月〇日）

●審査・採択決定
（審査委員会審査：必要に応じて
面接審査）

※採択先公表

（令和〇年〇月〇日以降予定）

●交付申請 （計画精査）

　（修正）

●交付決定

（令和〇年〇月〇日〇旬予定）

●補助事業開始

　※計画変更（必要に応じて）

●補助金の支払い

　　１年度目

公募開始

採択通知受領

公募説明会

受 付

書類確認

応募

審査

採択決定

採択公表

交付申請

承認

受付

書類確認

交付決定

交付決定通知受領

確認

契約・発注

遂行状況報告（毎年度）

概算払請求書（原則、当該年度内

完了分に係る経費に限る。）

（検収調書、支払証明提出）

計画変更申請

進捗確認

（中間検査）

受付

変更等承認

変更承認通知受領

確認

補助事業着手

補助金の支払い
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　　２年度目

●年度終了実績報告

（各年度翌4月10日まで） （書類検査及び現地調査） （各年度翌4月10日まで）

　　※必要に応じて返納

●２年度目事業開始

（令和〇年4月1日以降）

　　※計画変更（必要に応じて）

●補助金の支払い

●年度終了実績報告

（各年度翌4月10日まで） （書類検査及び現地調査）

最終年度事業開始

（令和〇年4月1日以降）

　　※計画変更（必要に応じて）

●補助事業完了

（完了実績報告書）

（当該年度２月末日まで）

（書類検査及び現地調査） （当該年度２月末日まで）

●補助金の支払い

年度終了実績報告書提出確認検査

返還請求書発行 差額分を返納

契約・発注

遂行状況報告（毎年度）

概算払請求書（原則、当該年度内

完了分に係る経費に限る。）

（検収調書、支払証明提出）

計画変更申請

進捗確認

（中間検査）

受付

変更等承認

変更承認通知受領

確認

当該年度事業開始

補助金の支払い

年度終了実績報告書提出確認検査

返還請求書発行 差額分を返納

契約・発注

遂行状況報告（毎年度）

精算払請求書

計画変更申請

進捗確認

（中間検査）

受付

変更等承認

変更承認通知受領

確認

当該年度事業開始

補助金の支払い

完了実績報告書の作成・提出
（建物竣工・補助対象設備の設置、

検収、補助対象経費の支払い完了）
確定検査

補助金額確定通知受領
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* 上記は現時点で想定される本事業の流れであり、変更の可能性があります。 

 

 

 

問い合わせ先 

 

問い合わせ内容 問い合わせ先 

・本事業の趣旨について ・環境省 

・公募について ・先進的な資源循環投資促進事業事務局 

 

問い合わせ先詳細 

 連絡先 

環境省 〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

環境省 

環境再生・資源循環局総務課資源循環ビジネス推進室 

TEL：０３―３５８１－３３５１ 

ホームページ：http://www.env.go.jp 

※電話受付時間 ９：３０～１８：１５ 

 

先進的な資源循環

投資促進事業事務

局 

〒１３０－００２６東京都墨田区両国３－２５－５ 

公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 

TEL：０３－５６３８－７１６２ 

ホームページ：https://www.jwrf.or.jp 

※電話受付時間 ９：００～１２：００ １３：００～１６：３０ 

 

 

 

  

●事業報告

（提出期限：各年度翌4月末日） （提出期間：事業完了年度及びその後の５年度）

事業報告書の作成・提出 確認
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別紙１ 

 
別表第１ 

１ 間接補

助事業の区

分 

２ 間接補助事業の内

容 

３ 間接補助対

象経費 

４ 基準

額 

５ 交付額の算定方

法 

先進的な資

源循環投資

促進事業 

 

先進的な資源循環技

術・設備に対する実

証・設備導入支援を行

い、リサイクルを実施

することで、一足飛び

に脱炭素が困難な産業

（Hard-to-abate産

業）に再生素材の供給

を行う事業 

事業を行うため

に必要な工事費

（本工事費、付

帯工事費、機械

器具費、測量及

試験費）、建物

費、設備費、業

務費、事務費そ

の他必要な経費

で補助事業者が

承認した経費

（間接補助対象

経費の内容につ

いては、別表第

２に定めるもの

とする。） 

 

補助事業

者が必要

と認めた

額 

ア 総事業費から寄

付金その他の収入

額を控除した額を

算出する。 

イ 第３欄に掲げる

間接補助対象経費

と第４欄に掲げる

基準額とを比較し

て少ない方の額を

選定する。 

ウ アにより算出さ

れた額とイで選定

された額とを比較

して少ない方の額

に補助率（中小企

業基本法第２条第

１項に規定する中

小企業者１／２、

それ以外の者１／

３）を乗じて得た

額を交付額とす

る。ただし、算出

された額に１，０

００円未満の端数

が生じた場合に

は、これを切り捨

てるものとする。 

GX移行に必要な革新的

な製品の原材料を供給

する資源循環の取組に

対して支援を行うこと

で、国内資源の確保に

よる安定的な生産活動

に貢献し、再生材使用

という付加価値を脱炭

素投資によって市場に

供給された製品・サー

ビス（GX製品）に付与

することで、製造業の

国際的な競争力の確保

を行う実証・設備導入

事業 

同上 

 

同上 

 

同上 
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 別表第２ 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内  容 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(直接工事費) 

機器費 

製品費 

 

 

 

 

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

間接補助事業（以下「事業」という。）を

行うために直接必要な機器、製品等の購入費

をいい、これに要する運搬費、保管料を含む

ものとする。（工事受注業者が購入する場

合） 

 

事業を行うために直接必要な材料の購入費

をいい、これに要する運搬費、保管料を含む

ものとする。この材料単価は、建設物価（建

設物価調査会編）、積算資料（経済調査会

編）等を参考のうえ、事業の実施の時期、地

域の実態及び他事業との関連を考慮して事業

実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付

すること。 

 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等

の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農

林水産、国土交通の２省が協議して決定した

「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業

の実施の時期、地域の実態及び他事業との関

連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠

となる資料を添付すること。 

 

 事業を行うために直接必要とする経費であ

り、次の費用をいう。 

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要する

費用）、 

② 水道、光熱、電力料（事業を行うために

必要な電力電灯使用料及び用水使用料）、 

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械

の使用に要する経費（材料費、労務費を除

く。）） 

 

 次の費用をいう。 

① 事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用、 

② 準備、後片付け整地等に要する費用、 

③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等

に要する費用、 

④ 技術管理に要する費用、 

⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 

 

 

 

請負業者が事業を行うために直接必要な現
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建物費 

 

 

 

設備費 

 

 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

 

測量及試験費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物費 

 

 

 

設備費 

 

 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

一般管理費 

場経費であって、労務管理費、水道光熱費、

消耗品費、通信交通費その他に要する費用を

いい、類似の事業を参考に決定する。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な諸

給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品

費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に

決定する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要す

る必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は

本工事費に準じて算定すること。 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小運

搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運

搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経

費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要

する経費をいう。また、間接補助事業者が直

接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事

監理及び試験を行う場合においてこれに要す

る材料費、労務費、労務者保険料等の費用を

いい、請負又は委託により調査、測量、基本

設計、実施設計、工事監理及び試験を施工す

る場合においては請負費又は委託料の費用を

いう。 

 

専ら間接補助事業のために使用される設備

の運転に不可欠と認められる建物の取得に要

する経費 

 

事業を行うために直接必要な設備、機器の

購入費をいい、これに要する運搬費、保管料

を含むものとする。（間接補助事業者が購入

し、工事受注業者又は据付業者に引渡す場

合） 

 

事業を行うために直接必要な機器、設備又

はシステム等に係る調査、設計、製作、試験

及び検証に要する経費をいう。また、間接補

助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及

び検証を行う場合においてこれに要する材料

費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交

通費その他に要する費用をいい、請負又は委

託により調査、設計、製作、試験及び検証を

行う場合においては請負費又は委託料の費用

をいう。 

事業を行うために直接必要な事務に要する
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社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当

（地方公共団体において会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、諸謝金、旅費、需

用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消

耗品費及び備品購入費をいい、内容について

は別表第３に定めるものとする。 

事務費は、工事費、設備費及び業務費の金

額に対し、次の表の区分毎に定められた率を

乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

号 区       分 率 
 

 

 

 

 

１ 5,000万円以下の金額に対して ６．５％ 

２ 5,000万円を超え１億円以下の金額に対して ５．５％ 

３ １億円を超える金額に対して ４．５％ 
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別表第３ 

１区分 ２費目 ３細目 ４細分 ５ 内  容 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険

料 

 

 

 

賃金 

報酬・給

料・職員

手当 

 

諸謝金 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

需用費 

 

 

 

役務費 

 

 

委託料 

 

 

 

 

使用料及 

賃借料 

 

 

 

消耗品費 

備品購入

費 

社会保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

 

 

通信運搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な労務者に対する社会保険料と事業

主負担保険料をいい、使途目的、人数、単

価及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な労務者に対する給与をいい、雇用

目的、内容、人数、単価、日数及び金額が

わかる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な諸謝金をいい、目的、人数、単

価、回数が分かる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な交通移動に係る経費をいい、目

的、人数、単価、回数及び金額がわかる資

料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図

面焼増等に係る経費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な郵便料等通信費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な業務の一部を外注する場合に発生

する特殊な技能又は資格を必要とする業務

に要する経費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な会議に係る会場使用料（借料）を

いい、目的、回数及び金額がわかる資料を

添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のため

に必要な事務用品類、参考図書、現場用作

業衣等雑具類の購入のために必要な経費を

いい、使途目的、品目、単価、数量及び金

額がわかる資料を添付すること。 

 


